日之影町地域おこし協力隊員募集要領

                                                         令和７年５月１日
                                                         　宮崎県日之影町
宮崎県北部に位置する日之影町は、北は大分県に接し、大小の河川と深い山々が織りなす渓谷の美しい自然豊かなまちです。
　近年では、その自然や固有の伝統芸能、都会では味わえないライフスタイルを求めて訪れる方も多く、日之影町のファンが増えてきています。
人口3,100人の小さい町。人口の減少が続く中でも、なんとかこの町を活気づけ盛り上げたい。そんな思いを共有できる方、是非、日之影町で「地域おこし」してみませんか？
　そこから、地域住民と地域の活性化に取り組み、町・地域力を強化する事を目的として、日之影町地域おこし協力隊員を次のとおり募集します。











１　配置先とその概要
[bookmark: _GoBack]
【日之影町教育委員会社会教育係】
	概要
	日之影町の歴史は古く、初代天皇神武天皇の兄・三毛入野命が「日の影（影＝古語で光）が射した土地」として名を残したことに由来しています。
町内には、日本建築と洋風建築を融合して建てられた「英国館」（※国登録有形文化財）等の歴史的建造物や、各集落で継承されている「日之影神楽」、「深角団七踊り」、「大人歌舞伎」（※いずれも県指定無形文化財）等の民俗芸能のほか、各地に15の町指定有形文化財が点在しています。しかしながら、専門的な知識を有する職員等が不在であったため、調査・研究が乏しい現状です。
そこで今回、日之影町の歴史・文化財等について、調査・研究等を推進するために、下記業務に従事してくださる地域おこし協力隊員を募集します。

	主な業務
	（１） 有形・無形文化財保護事務
・文化財の確認、調査、研究等
・古文書等の資料の確認、調査、研究等
（２） 日之影町歴史民俗資料室の管理運営
・収蔵品の管理と展示等
・収蔵品の収集
・資料(民具を含む)の調査、研究等
（３） 埋蔵文化財事務
・埋蔵文化財に関する事務
（４） 文化財の魅力発掘・発信業務
・文化財の魅力を発掘し町内外に発信する業務
（５） 文化財専門員会業務
・文化財専門員会に係る業務


	勤務地
	日之影町教育委員会　(役場庁舎内)

	募集対象
	・大学または大学院で考古学または歴史学や文化財に類する学科を履修し、卒業若しくは修了した方
・(１)の活動内容を積極的に企画・提案・実行できる方
・パソコン・携帯電話等の情報通信機器を使用でき、ワード・エクセル・ソーシャルネットワーキングサービス等を活用できる方
・最長３年間の活動期間終了後も日之影町に定住し、就業・起業する意欲のある方

	その他
	・活動終了後、本事業の中核的人材として事業継続意欲のある方を歓迎します。



２　募集人数
１名　

３　募集条件
（1）年齢は問いません。
（2）性別は問いません。
（3）居住地要件があります。
３大都市圏及び地方都市（条件不利地域※　以外）にお住まいの方（詳細はお問い合わせください。）
※　条件不利地域とは①～⑦で指定する地域
①過疎地域自立促進特別措置法　　
②山村振興法　　
③離島振興法　　
④半島振興法　　
⑤奄美群島振興開発特別措置法　　
⑥小笠原諸島振興開発特別措置　　
⑦沖縄振興特別措置法
（4）地域おこし協力隊着任後、住民票を異動できる方
（5）普通自動車運転免許を所持していること。(AT限定可)
（6）日之影町内に居住し、町民と協力した活動や多様な主体と協働で地域活性化活動に熱心に取り組むことの出来る方
（7）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第２条第２項に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員に該当しない方
(8) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する、各号に該当せず、心身ともに健康で、誠実に業務を行うことができる方

4　任期
　　着任日から１年間
なお、更新は1年単位とし、最長で3年間とします。
　　※ただし、1か月間を条件付採用期間とします。また、地域おこし協力隊員としてふさわしくないと判断した等のときは、任用期間中であってもその職を解くことができるものとします。

5　身分・報酬
日之影町の一般職の非常勤職員（会計年度任用職員）となり、次の条件のとおりです。
（1）報酬（月額）　220,000円（ただし、月途中に着任した日から日割り計算します。）（2）手当等　町の規定により、期末手当・勤勉手当、通勤手当相当分の費用弁償を支給し　　 ます。
（3）保険等　共済保険に加入します。

6　住宅・活動用物品
（1）住宅
任期中の住居は町内にある住宅を借り上げ、隊員に無償で貸与します。生活備品等については各隊員でご用意ください。
（2）活動用物品
　活動で使用する公用車及び備品等は、無償で貸与します。

7　勤務日・勤務時間・休暇
（1）勤務日　
それぞれの就労規則により勤務することになりますが、原則として月あたり20日程度
（2） 勤務時間
   原則として１日あたり7時間又は週あたり35時間以内とします。
（3） 休暇
　 有給休暇については、労働基準法に準じます。
　 その他町の規則に基づき、夏季休暇、忌引休暇、結婚休暇等の特別休暇があります。

8　募集期間
　令和７年５月１日から令和８年３月３１日まで
（定員に達し次第募集を締め切らせていただきます。）

9　選考について
（1）１次選考：提出いただいた書類を基に書面審査を行います。
①提出書類
・応募用紙（別紙）
・市販の履歴書
・作文（Ａ４用紙　４００字以内）：「地域おこし協力隊として自分ができること」

②提出方法
郵送にて、下記提出先へ提出してください。

（2）2次選考
日之影町にて「面接」を行います。
日時等は、１次選考結果を通知する際にお知らせします。

（3）結果通知
   2次選考後、おおむね１０日以内に結果をお知らせします。








































（お問い合わせ・応募書類　提出先）
  〒８８２－０４０１　宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折９０７９番地
  　　　　　　　　　　日之影町役場地域振興課　総合政策係
　　　　　　　　　　　電話　0982-87-3801　　FAX  0982-87-3810
                       E-mail　shinkou@town.hinokage.lg.jp








別紙
日之影町地域おこし協力隊応募用紙

	氏　名
	生年月日
	

	（フリガナ）
	
	

	　　　　　　　　　　　　　印
	
	

	住　　所

	 〒　－

                                　　　 電　話　　　　　　　　　　　　　　　                                 　　E-mail

	職業
	勤務先・連絡先

	


	 〒   －
　
                   　   電話 
                   　　 e-mail

	応　募　の　動　機

	

	ボランティア等自主活動の経験

	

	地域おこしや町の活性化に向けたアイディアがあればお書きください。

	


※　作文「地域おこし協力隊として自分ができること」（A4用紙　400字以内）、履歴書を
添付してください 
※　書ききれない場合や応募に関しての資料等がありましたら、自由に添付してください。
